
 

①全体スライド ③インフレスライド 

 

 

 
～スライド制度を活用してください～ 

 
 

スライド制度とは、工事の契約締結後に賃金水準又は物価水準が変動し、その 

変動額が一定程度を超えた場合に、受注者からの申出により請負代金額の変更を 

請求することができる制度です。スライド制度は３種類（①全体スライド、②単 

品スライド、③インフレスライド）あります。下の「スライド適用判定フロー」 

で確認いただき、適用の可能性がある方は、まずは工事監督員にご相談ください。 
 

※スライド制度は、神奈川県公共工事標準請負契約約款第 26 条に規定された制度です。 

【スライド適用判定フロー】 
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労務単価（賃金水準）・工事材料共に変動している 

工事材料のみ変動している 

②単品スライド 

契約締結日から１２か月経過している 

対象外 

工期末まで２か月以上ある 

工期内に労務単価（賃金水準）の改定があった 

スライド額が残工事費※１

とスライド額の割合で
1.0%を超えている 

対象外 スライド額が残工事費※１

とスライド額の割合で
1.5%を超えている 

スライド額が残工事費※１

とスライド額の割合で
1.0%を超えている 

 

スライド額が対象工事費※２

とスライド額の割合が 1.0%
を超える品目 

※１ 残工事費とは、基準日以降に施工する部分及び基準日以降に購入する工事材料 
※２ 対象工事費とは、請負代金額から部分払完了部分及び部分引き渡し完了部分を除いた額 

対象外 

請求の流れは裏面参照 

事業者の皆様へ 



 

 

 

※ 上記①と②、又は②と③の併用が可能な場合があります。 

                                                               

    

全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの請求の流れ 

【各種スライドマニュアル】                     

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2t/cnt/f4317/p1005767.html 


